
 

１　入札制度改革の取組みの流れ

◆ これまでの取組内容
平成19年度から実施

　随意契約の見直し　⇒⇒　小額指名競争入札の導入

◆ これからの取組計画

 ① 条件付一般競争入札の導入・・・平成２１年４月から

 ② 工事成績評定や総合評価方式の導入

 ③ 電子入札の導入・・・・・・・・平成２2年１月から

２　条件付一般競争入札の特色

★ 入札参加者の範囲が拡大する

★ 工事案件の選択が自由

導入することによって・・・・

【市　　側】・競争性が高まりコストが削減

【受注者側】・受注機会が増える

 　条件付一般競争入札の制度について　　　　　　　　

安易な１者との随意契約をなくす　　　　　
コスト削減

　試行　　　　　平成20年10月から

さらに透明性・競争性を高める！

入札に参加できる条件が付け
られた一般競争入札

効
　　

平成20年10月施行　指宿市財政課

　工事成績評定　平成20年11月 から 
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